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医療事故を繰り返すリピーター医師に対する指導について

 岡山県医師会理事　田　淵　和　久

　現在、医療訴訟で新規に提訴される件数は、年間800件前後。また、裁判所が抱える医療
訴訟（民事）の係争件数は、全体で約3,000件とされている。弁護士数が非常に多くなった
現状から、今後、訴訟件数はさらに増えるとの予測もある。医療訴訟などに対するリスク
をヘッジするのが「医師賠償責任保険（以下、医賠）」である。これは病院や開業医が加入
する保険だが、勤務医の加入率はまだ高くはないと言われている。
　岡山県医師会Ａ会員1,313人のうち、日医Ａ会員となっているのは1,258人で、95.8％を占
めるが、岡山県医師会員の勤務医（研修医を含む）2,078人のうち、日本医師会のＡ２会員
となっているのは609人で29.3％程度に過ぎない。
　その他の勤務医については、医師会では把握できないが、病院が掛ける保険に勤務医包
括契約をつけて病院で加入している場合が多いと推測される。自院だけでなく、他の施設
でも仕事する可能性のある医師は学会保険・民間保険など医師個人で契約することが必要
である。従来は、医療事故に対する賠償金などは病院が負担してきたが、最近では、勤務
医であっても医師個人が訴えられるケースも出ている。自らを守る手段として、勤務医の
医師賠への加入価値は高いと考えられる。
　日本医師会医師賠償保険の特徴は普通賠償保険と異なり、保険３社と日本医師会が特別
約款を結んでいることにある。
　普通賠償保険では、第一条（保険金を支払う場合）当会社は、被保険者が他人の身体の
障害または財物の損壊について保険上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、保険金を支払うとなっているが、医賠では、日本医師会医師特別約款を保険各社
と結んだ結果、第一条（保険金を支払う場合）当会社は、賠償責任保険普通保険約款、第
一条の規定にかかわらず、被保険者が、日本国内で行われた医療行為（被保険者が自ら行っ
たかどうかを問いません。以下同様とします）に起因する他人の身体の損害につき、保険
期間中に損害賠償を請求されたことによって被る損害に対して保険を支払う。と特別約款
は医師に有利との考えで結ばれていることがわかる。さらに特徴的なのは、事故が起こっ
た後の紛争処理である。
　一般的な日本医師会医師賠償責任保険の処理方法の概要は、
　　１ 　都道府県医師会は、会員から医療事故の報告を受けた時、賠償請求額が100万円を

超えると想定されるときは日本医師会に報告する。
　　２ 　都道府県医師会は、事故調査の結果に基づき日医医師責任保険の紛争処理に委ね

るかどうか決定し、委ねるときは日本医師会に付託する。
　　３ 　付託を受けた日本医師会は保険者に連絡し、調査委員会において事故の詳細な調

査を行いつつ当面の措置を打ち合わせる。
　　４　弁護士の選任を行う。
　　５ 　保険者は、調査委員会の結果を賠償責任審査会（医学関係学識経験者６名、法学

関係学識経験者４名で構成）にて審査する。審査会は賠償責任の有無、賠償責任額、
その他事件の公正妥当な処理を図るために必要な方策をとることになる。その決定

 医事紛争のしおり 医事紛争のしおり 医事紛争のしおり 医事紛争のしおり
（34） 2024年（令和６年）９月25日発行 岡山県医師会報　第 1630 号

いストレス」の区別を提唱した。現代の知見は、ストレスの認知が健康に影響、つまり悪影響と
思い込むことが病気のリスクを上げる、とする。
　「ストレスが健康に悪いと思うことが死亡に及ぼす影響」を調べたところ、過去12カ月間に多
くのストレスを感じた人の中で、「ストレスが健康に悪いとあまり思っていない人」→死亡率0.83
倍、「健康にとても悪いと思っている人」→同1.43倍。ストレスが体に悪いと思っていること自体
が良くない可能性がある。実はストレスは、必ずしも体に悪いわけではないかもしれない。メタ
解析という手法で、欧州の12万人の男性を調べたところ、仕事のストレスはがんのリスクを高め
なかった、という報告もある。
　一方、「禁煙」とストレスの関係を調べた結果、禁煙開始後半年で喫煙継続者と比べ、ストレ
スの度合いは減少し、１年後もそれが継続した。禁煙はストレスをむしろ減らす。
〈早期発見と検診の重要性〉
　がんは、40代から罹患率が増加する。早期は自覚症状が現れない。症状が出る前に定期的な検
診を受けることが重要。早期発見して早期治療すれば最悪を回避できる。ぜひ、がん検診を受診
してほしい。
〈新型たばこについて〉
　新型たばこには、電子たばこと加熱式たばこがある。電子たばことは、タバコ葉を使わず、専
用カートリッジ内の液体（リキッド）を電気加熱させ、発生するエアゾルを吸う製品。ニコチン
非配合リキッド型とニコチン配合リキッド型がある。加熱式たばこは、タバコ葉を使用し、タバ
コ葉を燃焼させず、加熱により発生するエアゾルを吸う製品。電子たばこは煙がはっきり見える
が、加熱式たばこは煙が見えにくい。
　加熱式たばこを吸う人は増えているが、加熱式には紙巻きより多くの物質が含まれている。フ
ラノン２倍以上、フランメタノール５倍以上、３‒クロロ‒１、２‒プロパンジオールなど56の化
学物質は加熱式の方が多い。
　非喫煙者と比較した喫煙者の冠動脈疾患の発症リスクは、男性で１日20本吸う人は2.27倍、女
性は3.95倍。１日１本でも男性は1.74倍、女性は2.19倍で、吸う本数が20分の１になっても発症リ
スクは20分の１にはならない。また、脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など）リスクも、
男性で１日20本吸う人は1.56倍、女性は2.42倍となっている。
　2024年５月、日本内科学会など32学会が連名で、以下の見解及び要望を発表した。
　①　 加熱式たばこから発生するエアロゾルには発がん性物質を含む有害物質が含まれており、

呼吸器障害、妊婦や胎児・児童の健康障害、心臓血管の健康影響などが懸念されている。
　②　 加熱式たばこの使用者の呼気に含まれる有害成分により、周囲の他者において有害物資の

曝露があることが生体試料を用いた研究で示されている（加熱式たばこによる受動喫煙問
題）。

　③　 加熱式たばこの使用は、紙巻きたばこの禁煙意欲を阻害し、禁煙試行時に適切な禁煙治療
法の選択を妨げる可能性が指摘されている。

　なお、飲食店の中には、「NO SMOKING」と掲示しながら、「加熱たばこ使えます」と表示し
ているところもあるようだが、「“使用可”にすると色々なサイトで店の宣伝をしてくれるから」
とのことのようだが、これは問題だ。
〈まとめ〉
　肺がんを予防できることをまとめると、①加熱式たばこも含めたばこを止める、②果物をしっ
かり食べる、③検診・健診を受ける（二次予防）。
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を行っていることが判明した。これを放置すれば、さらに重大事故を繰り返し、多くの患
者さんが被害を被ることが想定されると判断された。
　そこで日本医師会において当該医師に対する指導を行うことを求めたところ、審査委員
会からは当該医師による医療訴訟に至った事例は２例に過ぎないので、直ちに指導できな
いとの回答をいただいた。確かに現在訴訟に至った例は２件であるが、岡山県の基幹病院
で集計されたデータを参考にしても、当該医師が基本的な診療方針を是正しない限り、今
後も患者の生命の安全が脅かされる危険性は高く、結局は日本医師会が唱えるプロフェッ
ショナルオートノミーも侵害されると考えられたので、松本日医医師会長に事態の重大さ
に鑑み、早急に当該医師に対し、ガイダンスに従った診療を行うよう指導されたいと上申
した。
　日本医師会の地道な努力により、裁判によらず解決できる例が多いことは本当に素晴ら
しいことである。いったん裁判になれば、何回も裁判期日が開かれる。多くは裁判に出頭
することはないが、毎回、裁判に対応するための準備が必要で、臨床を抱える医師にとっ
ては時間的ロスが大きい。また、解決にいたるまで数年かかわることになることは、患者・
医師双方にとってストレス以外なにものでもない。
　ただし、今回事例のように、ガイドラインを逸脱する医療を確信的に行う医師が、訴訟
により高額賠償を要するようになると、保険料アップにつながる恐れが高い。
　アメリカの医師の平均年収は3,900万円と言われている。外科医は5,200万円で、医師賠償
責任保険料が年に1,500万円前後、産婦人科医は年収4,200万円で、産婦人科の医師賠償責任
保険料は年間2,000万円超えているとか。
　なにより、すべての患者さんにとって安全・安心な医療を受けられる機会を失うことが
あってはならない。そのために、これから行われるであろう、日本医師会の指導が良い結
果に終わることを願う。

御津医師会：山中慶人
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をもって、保険者は回答内容にそった折衝方針の決定、必要な活動を行う。
　　６　日本医師会は都道府県医師会へ協力を要請する。
　　７　都道府県医師会は協力要請に応じ、相手側と折衝を行う。
　　８　示談が成立した時は、日本医師会に報告し保険金が支払われる。
　　９ 　付託中に訴訟を提起されたときは、裁判所にて係争されるが、その時も都道府県

医師会は弁護士の斡旋を行う、その他種々の支援を行う。
　以上が、日本医師会Ａ①会員が医療事故に関係した場合の流れになる。
　勤務会員でＡ②会員の場合、いったん事故が発見されると、所属する病院が窓口になっ
て対応することになる。具体的には、病院側（院長や事務責任者）が主導して、顧問弁護
士や保険会社が対応を協議し、患者側との応対に当たることになる。担当医は顧問弁護士
や保険会社から証拠の保全や事故の詳細について質問があるが、勤務時間を調整するなど
してできるだけ協力することになる。もし、提訴され裁判の結果、病院側が敗訴となった
場合、補償金按分の話があることもある。その場合に対処するためにも個人での保険加入
が大切で、そのとき日本医師会Ａ②会員であれば、日本医師会は所属医師の負担を軽減す
るように働くことになる。
　日医医師賠償責任保険において、日医に付託された事案を、令和元年都道府県医師会医
事紛争担当理事連絡協議会で、過去10年間における日医医倍責保険付託事業の分析の結果
が報告された。付託された事案のうち審査委員会で76％が有責、22％が無責と判定された。
その結果をもとに都道府県医師会は交渉にあたり、付託事業の67％が交渉、27％が訴訟、
６％が調停によって解決した。このことは、日本医師会が医師のプロフェッショナルオー
トノミーの確保を第一優先にしつつことにあたったので、訴訟数を抑え、解決金の抑制を
図ることができたのである。しかし、近年事故を繰り返す医師の対策の問題は大きくなり、
平成25年２月医療事故を繰り返す医師に対する「（仮称）指導・改善委員会」の設置につい
て、－日本医師会医師賠償責任保険制度の運用における医師会内の自浄作用活性化をめざ
して－と題して、会員の倫理・資質向上委員会が中間答申を行った。内容は、日医医賠責
任保険に付託されてくる医事紛争を調整する医賠責調査委員会において、問題のある会員
を指摘し、注意・指導を行うよう各都道府県医師会に要請しているが、さらに、日本医師
会が強力な指導性を発揮し、医療事故を繰り返す医師に対する教育・指導に当たるべきで、
この医師会内での自浄作用の活性化は、特に公益社団法人として新たに出発する日本医師
会にとっても重要な課題であるとの答申を出した。
　この答申を受け、日本医師会は平成25年８月、医師賠償責任保険制度における指導・改
善委員会が設置された。
　令和２年の都道府県医師会医事紛争担当理事協議会発表によれば、平成25年２人、平成
26年５人、平成27年10人、平成28年７人、平成29年６人、平成30年８人、令和元年５人計
43人の医師に対して指導・改善が行われた。患者の診療にあたる医師には、当然プロフェッ
ショナルオートノミーが確保されなければならないが、それ以上に優先されなければなら
ないのは患者さんの生命の安全を確保することであることは言うまでもない。
　今回、岡山県医師会に所属する医師が、連続して２件の医療訴訟事件に関与する事例が
発生した。それぞれの事例に関しては、岡山県医師会医事紛争委員会から、日本医師会に
岡山県医師会の見解を送付した。いずれの件も当該医師の有責見解であった。現在、岡山
県医師会顧問弁護士が代理人として対応している。
　しかし、当該医師は確固たる信念をもって、日本の産科医療ガイダンスを逸脱する診療
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が報告された。付託された事案のうち審査委員会で76％が有責、22％が無責と判定された。
その結果をもとに都道府県医師会は交渉にあたり、付託事業の67％が交渉、27％が訴訟、
６％が調停によって解決した。このことは、日本医師会が医師のプロフェッショナルオー
トノミーの確保を第一優先にしつつことにあたったので、訴訟数を抑え、解決金の抑制を
図ることができたのである。しかし、近年事故を繰り返す医師の対策の問題は大きくなり、
平成25年２月医療事故を繰り返す医師に対する「（仮称）指導・改善委員会」の設置につい
て、－日本医師会医師賠償責任保険制度の運用における医師会内の自浄作用活性化をめざ
して－と題して、会員の倫理・資質向上委員会が中間答申を行った。内容は、日医医賠責
任保険に付託されてくる医事紛争を調整する医賠責調査委員会において、問題のある会員
を指摘し、注意・指導を行うよう各都道府県医師会に要請しているが、さらに、日本医師
会が強力な指導性を発揮し、医療事故を繰り返す医師に対する教育・指導に当たるべきで、
この医師会内での自浄作用の活性化は、特に公益社団法人として新たに出発する日本医師
会にとっても重要な課題であるとの答申を出した。
　この答申を受け、日本医師会は平成25年８月、医師賠償責任保険制度における指導・改
善委員会が設置された。
　令和２年の都道府県医師会医事紛争担当理事協議会発表によれば、平成25年２人、平成
26年５人、平成27年10人、平成28年７人、平成29年６人、平成30年８人、令和元年５人計
43人の医師に対して指導・改善が行われた。患者の診療にあたる医師には、当然プロフェッ
ショナルオートノミーが確保されなければならないが、それ以上に優先されなければなら
ないのは患者さんの生命の安全を確保することであることは言うまでもない。
　今回、岡山県医師会に所属する医師が、連続して２件の医療訴訟事件に関与する事例が
発生した。それぞれの事例に関しては、岡山県医師会医事紛争委員会から、日本医師会に
岡山県医師会の見解を送付した。いずれの件も当該医師の有責見解であった。現在、岡山
県医師会顧問弁護士が代理人として対応している。
　しかし、当該医師は確固たる信念をもって、日本の産科医療ガイダンスを逸脱する診療
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